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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 １倉敷義倉とは

 三倉 穀倉の中で最も重要なもの 中国が起源

 １常平倉

米価調節のための貯穀

 ２義倉

富裕者の義捐または課徴によって穀物を出させ、政
府がこれを管轄して便宜な重要なところへ貯穀をし、
入用のときに窮民に給与する。

 ３社倉

多数の者が任意にそれぞれ身分相応に出し合って各
居村に貯穀をし、自治的に処理する備荒貯蓄
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 １倉敷義倉とは

 社倉法 保科正之の会津藩が初めて、次が池田光政の岡
山藩、次が増山正任の伊勢長島藩

 義倉法の復活 備中倉敷が一番古く、続いて米沢の義倉

 江戸時代には、名称（社倉・義倉・備荒倉・陰徳倉・恵
民倉など）や方法（原資、貯穀拠出の方法など）にいろ
いろなパターンがあり、社倉と義倉の区別を明瞭に立て
ることは困難。

（本庄栄治郎『史的研究 天災と対策』大阪毎日新聞社・
東京日日新聞社、１９２４年）（国立国会図書館デジタル
コレクションで閲覧）

 義倉の制度は江戸時代に復活。各地に設置された義倉と
しては、備中倉敷・宇和島藩・津軽藩・土佐幡多郡・奥
州藤門の義倉がある。その他天保五年創設の徳島藩の陰
徳倉、文化三年創設の膳所藩の安民蔵がある。

（『国史大辞典』（吉川弘文館，１９８４年）
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 倉敷村の範囲
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山本太郎「幕末維新期幕府領陣屋元
村豪農商の金融ー備中国窪屋郡倉敷
村大橋家を事例として」『近世の地
域と中間権力』（山川出版社，２０
１１年）から引用



Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 倉敷村

倉敷代官

○○村

本百姓（高持）

水呑（無高）

○○村
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倉敷村

庄屋 年寄 百姓代

備中国窪屋郡倉敷村
延享３年（１７４６）幕府の代官陣屋が完成→幕府
領の村々の政治的中心地
土地所持が一部の者に偏在
多様な商工業が展開 魚・綿などの流通の拠点
金融の中心地
文化の中心地



Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 新禄と古禄

古禄

江戸時代の初めから倉敷村の運営
を担ったのは、古禄派と呼ばれた
旧家 多くの貸地・貸家を抱え、
問屋や醸造業を営む有力商人

小野家 水澤家 井上家 岡家
原田家等

新禄
新しく伸びてきた新興

商人

植田家 大橋家 大原
家 原家 小山家等
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 １倉敷義倉とは

 倉敷義倉

明和６年（１７６９）（俵屋）岡雲臥と播磨屋（原
田）安右衛門の発起で発足した。

「義衆」が任意に拠出する「義麦」（実際は銀）を
元手に融資。利息で救済事業。幕末期に支出の増大
と貸付銀の回収不能により経営が困難になる。

林孚一の尽力により明治３年（１８７０）には続義
倉が結成された。続義倉は旧来の倉敷義倉を吸収し、
明治３１年に役割を終え解散した。

（立石智章「展示会記録 平成二十五年度資料展示
会 倉敷義倉とその人物」『倉敷の歴史』第２４号、
２０１４年））
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9

「倉敷義倉文書」は、平成２４年
１１月２０日に倉敷市指定重要文
化財に指定された。
（理由）
・制度成立から明治５年までの事
業内容が記された歴史的に大変貴
重な資料。
・東日本大震災を契機に、地域で
つながり、互いに支え合い、助け
合うことの大切さが見直されてい
る折、倉敷義倉に関する文書を末
永く後世に残し顕彰する意義。

宮崎屋井上家住宅
（平成２年撮影）



Ⅰ倉敷義倉の発足と
岡雲臥 １倉敷義倉とは

（俵屋）岡雲臥（１
７１３ー１７７３）

岡延年（１７４０ー１８
１１）の「己亥之秋」安
永８年（１７７９）作の

遺像。

常に青羅衣を着け緇布冠
を着用していた。
（『倉敷市史 第三冊』
617頁）
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Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 ２倉敷義倉の発足
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義衆

●１０年目まで

義麦銀

全員出す

希望者へ貸付
（義衆のみ）

８％の利息を
つけて返済

●１１年目から

義衆 義麦銀
希望者へ貸付
（義衆のみ）

８％の利息
をつけて返
済

割戻し

義麦銀義衆

●割戻し完了後

８％（のち
５％）の利息
をつけて返済

希望者へ貸付
（義衆のみ）

救恤事業 困窮
者等

相互扶助 相互扶助

相互扶助

窮民救済



Ⅰ倉敷義倉の発足と岡雲臥 ２倉敷義倉の発足

「義麦等録」

明和６年（１７６９）
には７４人の義衆から
５２石（石は体積の単
位、約１８０㍑）の義
麦（実際は代銀）が集
まった。ほかに合力麦
（義麦を援助する麦）
が４石９斗。野村代官
が２石、約外義衆（追
加になった人々）が６
斗。

（『新修倉敷市史』第
１０巻１００号）
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Ⅱ義倉の運営と義衆

 明和６年６月２７日 本栄寺で会合（倉敷市所蔵
倉敷義倉文書１－４「義麦毎年増減帳」）

 明和６年 義麦５２石＋合力麦４石９斗＝５６石
９斗、その代銀２貫８４５匁（１石を銀５０匁に
換算）から必要経費を差し引いて２貫７６４匁

＋野村代官の合力麦と約外義衆福島祥安の義麦２
石３斗の代銀１１５匁＝２貫８７９匁

 義衆の借主（利息８％、証人あり、質物証文入）
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成羽屋与三右衛門 ９００匁

堺屋半十郎 ９００匁

新屋文平 ９５８匁

俵屋又五郎 １２１匁

（倉敷市所蔵倉敷義倉文
書２－１「義麦会計
帳」）



Ⅱ義倉の運営と義衆
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当年の
義麦代
銀

当年の
合力麦
代銀

返された
元利

必要
経費

義衆の借主に年８％の利息で貸付

（倉敷市所蔵倉敷義倉文書２－１「義麦会計帳」）



Ⅱ義倉の運営と義衆

 天明８年（１７８８）、従来の古義衆（明和６
年の義倉条約に義衆として記された人々）から
４４人、約外義衆（条約後に追加された人々）
から１人に加え、新義衆２６人（帯江屋久平
治・浜田屋安右衛門・下津井屋吉左衛門・児島
屋与兵衛など）が新規に出麦を行ったことで
（倉敷市所蔵倉敷義倉文書１－３「出麦連名之
帳」）、麦６０石２斗（代銀３貫１０匁）を取
り集め、２８貫７７５匁余を１３人に貸し付け
た。寛政元年（１７８９）と同２年にも同様に
義麦銀を拠出した。 （倉敷市所蔵倉敷義倉文書
２－３「天明八年戊申六月 義倉会計帳」）
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Ⅱ義倉の運営と義衆

 寛政１２年（１８００）に元麦の返済を完了し、
銀約４０貫の資本を形成した義倉は、翌享和元年
（１８０１）から本格的に救恤事業を始めた。

 例：文化７年（１８１０）の義倉会計帳（倉敷市
所蔵倉敷義倉文書２－５）から
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銀459.69匁 文化６年、町内の鰥寡孤独の者へ遣わし
た夫食米代銀

銀103.71匁 文化６年、町内に捨子があり、もらいう
けた者へ養育料として遣わした銀

銀250目 塩屋多十郎老母きんへ助力米代銀



Ⅱ義倉の運営と義衆 新禄古禄騒動の影

 文政１１年（１８２８）１０月、義衆の（内田屋）
五郎右衛門・（茜屋）惣平・（下津井屋）吉左衛門
は、倉敷代官役所へ嘆願。①庄屋七太夫が在役中に
借用した元銀６貫５００目を会計上計算せずにその
ままにした。②滞納している者は理由を明らかにせ
よ。③世話役の（俵屋）六左衛門を呼び出して条約
を厳重に守るよう命じてほしい。（『新修倉敷市史
第１０巻』１０１号）

 （茜屋）惣平が文政１３年５月、義倉世話人の頭取
である（俵屋）六左衛門が「柔弱で利欲に迷い正路
の取り計らいができない」として退任を古橋代官役
所へ嘆願。→惣平一人の申立で退任するわけにはい
かないと六左衛門が反論。（倉敷市所蔵井上家文書
９－１０－１） 18



Ⅱ義倉の運営と義衆

天保８年（１８３７）、倉敷村新川町に住む
善平は、義倉会所の門前に捨てられていた捨
子を預けられ、養育料として毎月七五銭３０
匁を受け取ってきたが、天保１０年に金２両
を渡され、以降は毎月の養育料は受け取らな
くなった。

七五銭：七五文の銭を糸でつないで1緡とし
たもの。75文を１匁とする。
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Ⅱ義倉の運営と義衆 教諭入用への出費
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Ⅱ義倉の運営と義衆 救恤への支出

多額の救恤関係支出をした年

21

Ａ収入
（匁）

Ｂ救恤関係支
出（匁）

Ｂ／Ａ 原因

天明４年（１
７８４）

40,399.15 14,686.42 0.36 天明の飢饉

文政１２年
（１８２９）

98,539.19 14,257.112 0.14 米穀高騰、疱瘡流
行

天保５年（１
８３４）

77,563.98 17,391.34 0.22 天保の飢饉

嘉永４年（１
８５１）

40,403.3 10,030.48 0.25 嘉永３年の洪水

（倉敷市所蔵倉敷義倉文書２－２、２－８、２－９）



Ⅲ続義倉
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義倉の経営が困難になっていたた
め、薬種商である林孚一らが提案
し明治３年（１８７０）発足。窮
民救済の義志を継承。義倉は麦で
等級を立て、実際は銀で出銀した
が、続義倉は金で、３００両から
２５両まで８等級に分けて、毎年
２回、１０分の１ずつを出して５
年間で支払い、集まった義金は利
子（１カ月１％）をつけて貸した。
第一等（３００両）は４人（大橋
平右衛門・水澤伊左衛門・植田孫
太郎・大原壮平）。義衆７６人。
明治５年義倉と合体。明治３１年
に事業を終了した。（『倉敷市史
第三冊』p1036～1045）



Ⅲ続義倉

 明治３０年（１８９７）５月１日か
ら義衆評決のうえ、資金欠乏のため
救助を停止した。

 明治３１年１１月、最後の集会（１
３人）が誓願寺で開かれた。残金３
９８円７２銭５厘は倉敷銀行へ定期
預金。

 （「明治三年庚午十月 義金出納
帳」）

 明治３７年３月４日 元利合計５８
４円６５銭５厘 うち２１０円で鶴
形山に岡雲臥翁頌徳碑建設

 明治４１年１１月１７日 倉敷銀行
の定期預金残高４７８円５３銭。

 （「明治三年庚午十月 義金会計
帳」） 23

岡雲臥翁頌徳碑
平成２３年



おわりに

 義倉・続義倉は、さまざまな問題はあったが創立以来１２
９年にわたって窮民救済と相互扶助という目的を遂行。

 義倉は、その活動を通じて、義衆や寺院を中心として倉敷
村の人々がお互いに助け合い、つながりを強める機能を果
たした。

 事業の運営は常に目的以外の支出を禁じ、寺社の造営・勧
化への寄進、年貢等の立替え、官の徴発には応じない。

 毎回集会を開いてすべて衆議で決した。
 窮民救済は決まりを墨守することなく、状況に応じて柔軟

に対応。
 飢饉・洪水などの災害対応、地域の教化にも貢献した。 24

義倉の目的

窮民救済

相互扶助

相互扶助

資産形成

窮民救済
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